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かんおんじ商工だより　2018年1月

観音寺商工会議所会報

平成30年

観音寺商工会議所青年部

  The Loft   眞  鍋  光太朗 氏

月1

 2 新年の御挨拶 

  5 商工会議所の動き

 7 青年部、女性会会長 御挨拶

 8 青年部だより

 9 女性会だより

 10 商店街の動き

 11 お知らせ

 12 スケジュール
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小 規 模 企 業 共 済
従業員数

５人
以下

製造業・
その他の業種

20人
以下

事業主が事業をやめたり、第一線を退いた時の生活の安定をはかるためにつくられた制度です。

節税しながら事業主の退職金の積み立てができる！

特　　 色 加入できる方は 毎月の掛金

　商業・
※サービス業

◆共済金の支払は政府が責任をもっ
ていますので安全、確実です。
◆掛金は全額所得控除となり、課税
所得金額から差し引かれます。
◆共済金は退職所得となりますの
で、 税法上有利になります。

◆常時使用する従業員が20人（商業と宿
泊業・娯楽業を除くサービス業は５
人）以下の個人事業主、及び会社の役
員。
◆個人事業主の「共同経営者」で一定の
要件を満たす方も、加入できます。

◆1,000円～70,000円
　（500円刻み）
◆加入後の増額、減額が
　できます。
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	ページ4
	ページ5
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	ページ7
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